
亀 山 市 告 示 第 ４ １ 号  

亀 山 市 小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改

正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ２ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱 の 一 部

を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ４

年 亀 山 市 告 示 第 １ ０ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 ４ 項 中 「 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ４

年 法 律 第 ３ １ 号 ） 附 則 第 １ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 に す る 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 」 を 「 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ

ル ス （ 令 和 ２ 年 １ 月 に 、 中 華 人 民 共 和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、

人 に 伝 染 す る 能 力 を 有 す る こ と が 新 た に 報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ）

で あ る 感 染 症 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  


